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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス電気通信ネットワークの基地局に対する方法であって、
　前記基地局とユーザ機器との間の第１のダウンリンク・チャネルの上で送信されるイン
デックスを符号化するステップを含み、
　前記インデックスは、送信が、複数の他のチャネルのうちのそれぞれによって反復され
る最大回数を識別する方法。
【請求項２】
　前記インデックスは、送信が、前記複数の他のチャネルのうちのそれぞれによって異な
る回数、反復されることを識別する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記インデックスは、各値が、その送信が前記少なくとも１つの他のチャネルによって
反復される異なる回数を識別する複数の値のうちの１つを含む、請求項１または２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記複数の他のチャネルは、少なくとも１つのデータ・チャネルと、少なくとも１つの
制御チャネルとを含んでおり、また前記インデックスは、送信が、前記少なくとも１つの
データ・チャネルと、前記少なくとも１つの制御チャネルとのうちのそれぞれによって異
なる回数、反復されることを識別する、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
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　前記インデックスは、送信が、ダウンリンクと、アップリンクとのうちの少なくとも一
方の上で反復されることを識別する、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記インデックスが識別する前記最大回数に対応する第１の数の反復を用いてＰＲＡＣ
Ｈを送信して応答が受信されない場合、前記インデックスが識別する前記最大回数に対応
する第２の数の反復を用いてＰＲＡＣＨを送信する、請求項１乃至５のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記インデックスは、第１の試みられたＲＡＣＨプロシージャにおける使用のための反
復の第１の数と、少なくとも１つの後続の試みられたＲＡＣＨプロシージャにおける使用
のための反復の少なくとも１つの後続の数とを識別する、請求項１乃至６のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項８】
　異なるユーザ機器にサービスするダウンリンク反復インデックスおよび／またはアップ
リンク反復インデックスを選択するステップ
を含む、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数の値のうちの別のものを有する前記インデックスを選択するステップと、符号
化するステップと
を含む、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　選択する前記ステップは、ユーザ機器からの前記値を変更する要求に応えて、要求され
た値を有する前記インデックスを選択するステップを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ワイヤレス電気通信ネットワークの基地局であって、
　前記基地局と、ユーザ機器との間の第１のダウンリンク・チャネルの上で送信されるイ
ンデックスを符号化するように動作可能な符号化ロジック
を備え、
　前記インデックスは、送信が、複数の他のチャネルのうちのそれぞれによって反復され
る最大回数を識別する基地局。
【請求項１２】
　ワイヤレス電気通信ネットワークのユーザ機器の方法であって、
　基地局と前記ユーザ機器との間の第１のダウンリンク・チャネルの上で送信されるイン
デックスを復号するステップ
を含み、
　前記インデックスは、送信が、複数の他のチャネルのうちのそれぞれによって反復され
る最大回数を識別する方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス電気通信ネットワークのユーザ機器であって、
　基地局と前記ユーザ機器との間の第１のダウンリンク・チャネルの上で送信されるイン
デックスを復号するように動作可能な復号化ロジック
を備え、
　前記インデックスは、送信が、複数の他のチャネルのうちのそれぞれによって反復され
る最大回数を識別するユーザ機器。
【請求項１４】
　コンピュータの上で実行されるときに、請求項１乃至１０または１２のいずれか１項に
記載の前記方法ステップを実行するように動作可能なコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ワイヤレス電気通信方法と、コンピュータ・プログラム製品と、ネットワー
ク・ノードとに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス電気通信システムが、知られている。セルラー方式システムにおいては、無
線カバレッジが、セルとして知られているエリアにより、ユーザ機器に対して、例えば、
モバイル電話に対して提供される。基地局が、無線カバレッジを提供するように、各セル
の中に位置している。各セルにおけるユーザ機器は、基地局から情報と、データとを受信
し、また基地局に対して情報と、データとを送信する。
【０００３】
　ユーザ機器に対して基地局によって送信される情報と、データとは、ダウンリンク・チ
ャネルとして知られている無線キャリアのチャネルの上に現れる。基地局に対してユーザ
機器によって送信される情報と、データとは、アップリンク・チャネルとして知られてい
る、無線キャリアのチャネルの上に現れる。基地局の展開は、ネットワーク・オペレータ
によって大いに制御可能であるが、ユーザ機器の展開は、そうではない。ネットワークの
内部のユーザ機器の展開は、予想外の結果を引き起こす可能性がある。
【０００４】
　したがって、ユーザ機器と通信するための改善された技法を提供することが、望ましい
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の態様によれば、基地局と、ユーザ機器との間の第１のダウンリンク・チャネルの
上で、送信が、基地局と、ユーザ機器との間の少なくとも１つの他のチャネルによって反
復される回数を識別するインデックスを符号化するステップを含むワイヤレス電気通信ネ
ットワークの基地局の方法が、提供される。
【０００６】
　第１の態様は、ユーザ機器の展開とともに増大する問題が、それらが高い減衰に悩まさ
れるエリアにおいて展開されるようになる可能性があることであることを認識している。
この高い減衰は、ユーザ機器が、ダウンリンク構成情報を復号することができないように
する可能性があり、ダウンリンク構成情報は、適切なダウンリンク・トラフィックにアク
セスすることができるようにするために、絶対必要である。このことは、高い減衰のこれ
らのエリアの中に展開されるときに、ユーザ機器が、効果的に、基地局からのトラフィッ
クを受信することができないことを意味している。第１の態様はまた、既存の規格が、高
い減衰の展開において、このダウンリンク構成情報を提供するために十分に能力のある技
法を提供できないことを認識しており、これは、これらの規格を実施するユーザ機器が、
そのような展開中にネットワークと通信することができないことを意味している。第１の
態様は、さらに、これは、これらの高い減衰エリアに位置づけられるときに、いくつかの
ユーザ機器のためには不便であるが、カバレッジが、ユーザ機器がより低い減衰エリアへ
と移動するときに、回復され、ただし、ひとたび、インストールされた後に動かないユー
ザ機器（例えば、スマート・メーターなどのマシン型通信デバイスなど）の新たに出現す
るクラスが存在しており、これらのユーザ機器については、ネットワーク・カバレッジが
、提供されないことを認識している。
【０００７】
　既存の問題解決手法は、そのようなデバイスについての２０ｄＢのカバレッジ改善を目
標にしている。物理レイヤにおけるメッセージの反復は、そのようなカバレッジの改善を
提供する１つの技法である。２０ｄＢの改善を達成するために、必要とされる理論的な反
復回数は、現在使用されているよりも１００倍多い。実際には、反復のこの総数は、不完
全なチャネル推定、フェーディング、周波数エラーなどに起因して、おそらくさらに増や
さなければならなくなっていく。反復は、カバレッジを改善する簡単なやり方であるが、
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反復は、とりわけ反復の総数が、非常に高い（数百回の）ときに、スペクトルを利用する
際に非常に効率が悪い。
【０００８】
　しかしながら、第１の態様は、実際の展開においては、必ずしもすべてのＭＴＣデバイ
スが、２０ｄＢのカバレッジの改善を必要とすることになるとは限らないことを認識して
いる。図１は、既存の（「通常の」と名付けられる）カバレッジと、ターゲットとされる
カバレッジ拡張（セル・エッジに、また地下に位置づけられるＭＴＣに起因した）とから
構成されるセルのカバレッジを示すものである。通常のカバレッジにおけるこれらのＭＴ
Ｃデバイスでは、追加のカバレッジの強化は、必要とされない。図１に示されるような拡
張されたカバレッジ領域の中のこれらのＭＴＣデバイスでは、必ずしもすべてのＭＴＣデ
バイスが、２０ｄＢものカバレッジ拡張を必要とするとは限らない。いくつかのＭＴＣデ
バイス（例えば、図１の中の陰影を付けられた領域の中に位置するＭＴＣ２）は、２０ｄ
Ｂよりも少ないカバレッジ拡張を必要とすることになり、またそれゆえにこれらのデバイ
スに対する／これらのデバイスからのメッセージは、２０ｄＢの領域の中のＭＴＣデバイ
スに比べて少ない反復を必要とするであろう。一例として、図１においては、ＭＴＣ１は
、２０ｄＢの改善を必要とし、またＭＴＣ２は、１３ｄＢのカバレッジの改善を必要とし
、そのようにして、ＭＴＣ２についての反復の数は、ＭＴＣ１の反復の数よりも４倍少な
い。ＭＴＣ２についての反復の最大数よりも少ないものを使用することからのリソース節
約の量は、反復の最大数が、大きい（すなわち、数百の大きさである）ので、かなりのも
のになり、それによってスペクトル効率をかなり改善している。それゆえに、ＭＴＣデバ
イスについてのカバレッジ拡張の異なるレベルを提供することが、望ましい。また、異な
るチャネルは、異なるレベルの減衰を経験することになり、またそのようにして、各カバ
レッジ拡張領域における異なる数の反復を必要とすることになる。
【０００９】
　それに応じて、基地局の方法が、提供される。本方法は、インデックスを符号化するス
テップを含むことができる。インデックスは、基地局と、ユーザ機器との間の第１のダウ
ンリンク・チャネルの上で符号化されることもある。インデックスは、送信が、基地局と
、ユーザ機器との間の１つまたは複数の他のチャネルの上で反復される回数を識別するこ
とができる。これは、それらのカバレッジを拡張するために、送信が、他のチャネルによ
って反復される回数を制御し、また識別するための効率的で信頼できる技法を提供する。
言い換えれば、特定のインデックスを利用することにより、望ましい数の反復を行って、
望ましい量のカバレッジ拡張を達成することができる。
【００１０】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、少なくとも１つの他のチャネルのう
ちのそれぞれによって反復される回数を識別する。それに応じて、インデックスは、何回
送信が、他のチャネルのうちのそれぞれによって反復されるかを識別して、望ましいレベ
ルのカバレッジを達成することができる。このようにして、単一のインデックスは、いく
つの異なるチャネルのうちのそれぞれによって使用される反復を識別することができ、こ
れは、異なるチャネルのうちのそれぞれのために別々にこの情報を提供するために必要と
される信号オーバーヘッドの量を低減させる。
【００１１】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、少なくとも１つの他のチャネルのう
ちのそれぞれによって異なる回数、反復されることを識別する。それに応じて、単一のイ
ンデックスは、送信が、他のチャネルのうちのそれぞれの上で、異なる回数、反復される
ことを識別することができる。すなわち、第１のチャネルの上の反復の数は、第１の値と
することができるが、第２のチャネルの上の反復の数は、第２の値とすることができ、こ
こで、第１の値と、第２の値とは、異なっている。この場合にも、これは、反復の異なる
数の詳細な組が、単一のインデックスの送信を通して、効率的なやり方で通信されること
を可能にする。
【００１２】
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　一実施形態においては、インデックスは、各値が、その送信が少なくとも１つの他のチ
ャネルによって反復される異なる回数を識別する、複数の値のうちの１つを含んでいる。
それに応じて、インデックスは、それぞれの異なる値が、他のチャネルのうちのそれぞれ
によって行われるべき反復の異なる組に関連付けられる異なる値を含むことができる。例
えば、インデックスの第１の値は、チャネルによって行われるべき反復の１つの組を示す
ことができるが、別の値は、他のチャネルのうちのそれぞれによって行われるべき反復の
異なる組を示すことができる。一実施形態においては、各値は、望ましいレベルのカバレ
ッジに関連付けられ、各値は、そのレベルのカバレッジを経験するときに、基地局と、ユ
ーザ機器との間の信頼できる通信を提供することを意図したチャネルについての反復の組
を識別している。例えば、インデックスの１つの値は、ＸｄＢのカバレッジ拡張を示すこ
とができ、またインデックスは、その値を用いて符号化されるときに、ＸｄＢの拡張され
たカバレッジを達成するために、チャネルのそれぞれについて必要とされる反復の数を示
す。同様に、インデックスの値が、ＹｄＢのカバレッジを提供することを意図している場
合、そのときにはインデックスのその値に関連するチャネルのうちのそれぞれについての
反復の組は、ＹｄＢの拡張されたカバレッジを有する、ユーザ機器と、基地局との間の信
頼できる通信を提供することを、意図している。
【００１３】
　一実施形態においては、他のチャネルは、少なくとも１つのデータ・チャネルと、少な
くとも１つの制御チャネルとを含んでおり、またインデックスは、送信が、少なくとも１
つのデータ・チャネルと、少なくとも１つの制御チャネルとのうちのそれぞれによって異
なる回数、反復されることを識別する。それに応じて、制御チャネルと、データ・チャネ
ルとの両方についての反復の数は、インデックスを使用して指定されることもある。反復
の数は、一般的に異なるものになることが、理解されるであろう。
【００１４】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、ダウンリンクと、アップリンクとの
うちの少なくとも一方の上で反復されることを識別する。それに応じて、インデックスは
、アップリンクと、ダウンリンクとのいずれか、または両方の上で、実行される反復の数
を指定することができる。一実施形態においては、ダウンリンクと、アップリンクとの上
の反復の数は、同じものと、異なるものとのうちの一方とすることができる。
【００１５】
　一実施形態においては、インデックスは、第１の期間についてのアップリンク送信にお
ける使用のための反復の第１の数と、少なくとも１つの後続の期間についてのアップリン
ク送信における使用のための反復の少なくとも１つの後続の数とを識別する。それに応じ
て、インデックスは、アップリンクにおいて使用されるべき反復の初期数を識別すること
ができるが、またアップリンクにおいて、その後に使用されるべき反復の他の数を識別す
ることもできる。
【００１６】
　一実施形態においては、インデックスは、第１の試みられたＲＡＣＨプロシージャにお
ける使用のための反復の第１の数と、少なくとも１つの後続の試みられたＲＡＣＨプロシ
ージャにおける使用のための反復の少なくとも１つの後続の数とを識別する。それに応じ
て、インデックスは、ＲＡＣＨプロシージャを開始すると使用されるべき反復の初期数を
識別することができるが、また万一ＲＡＣＨプロシージャが失敗する場合には、使用され
るべき反復の他の数を指定することもできる。
【００１７】
　一実施形態においては、本方法は、異なるユーザ機器にサービスするインデックスを選
択するステップを含んでいる。それに応じて、異なるインデックスは、異なるユーザ機器
のために使用されることもあり、この異なるユーザ機器は、異なるカバレッジ・エリアに
位置していることができる。
【００１８】
　一実施形態においては、本方法は、複数の値のうちの別のものを有するインデックスを



(6) JP 6513633 B2 2019.5.15

10

20

30

40

50

選択するステップと、符号化するステップとを含む。それに応じて、インデックスの値は
、変化する状態に応えて、動的に変化することができる。
【００１９】
　一実施形態においては、選択するステップは、ユーザ機器からの値を変更する要求に応
じて、複数の値のうちの別のものを有するインデックスを選択するステップを含んでいる
。それに応じて、ユーザ機器は、基地局に対して、ユーザ機器が、インデックスの値を変
更することを望むことを示すことができる。基地局は、そのような変更が、許可されるか
どうかを評価することができ、またそうである場合にインデックスの要求された値を選択
することができる。
【００２０】
　一実施形態においては、本方法は、インデックスによって示される反復を有するチャネ
ルを送信するステップを含んでいる。
【００２１】
　一実施形態においては、本方法は、インデックスによって示される反復を有する受信さ
れたチャネルを復号するステップを含んでいる。
【００２２】
　一実施形態においては、第１のダウンリンク・チャネルは、物理ブロードキャスト・チ
ャネルを含んでいる。
【００２３】
　一実施形態においては、他のチャネルは、物理ダウンリンク制御チャネルと、物理ダウ
ンリンク共用チャネルと、物理アップリンク制御チャネルと、物理アップリンク共用チャ
ネルと、物理ランダム・アクセス・チャネルとのうちの少なくとも１つを含んでいる。
【００２４】
　一実施形態においては、符号化されたインデックスのない場合に、インデックスのデフ
ォルト値が、利用される。
【００２５】
　第２の態様によれば、基地局と、ユーザ機器との間の第１のダウンリンク・チャネルの
上で、送信が、基地局と、ユーザ機器との間の少なくとも１つの他のチャネルによって反
復される回数を識別するインデックスを符号化するように動作可能な符号化ロジックを備
えているワイヤレス電気通信ネットワークの基地局が、提供されている。
【００２６】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、少なくとも１つの他のチャネルのう
ちのそれぞれによって反復される回数を識別する。
【００２７】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、少なくとも１つの他のチャネルのう
ちのそれぞれによって異なる回数、反復されることを識別する。
【００２８】
　一実施形態においては、インデックスは、各値が、その送信が少なくとも１つの他のチ
ャネルによって反復される異なる回数を識別する複数の値のうちの１つを含んでいる。
【００２９】
　一実施形態においては、他のチャネルは、少なくとも１つのデータ・チャネルと、少な
くとも１つの制御チャネルとを含んでおり、またインデックスは、送信が、少なくとも１
つのデータ・チャネルと、少なくとも１つの制御チャネルとのうちのそれぞれによって異
なる回数、反復されることを識別する。
【００３０】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、ダウンリンクと、アップリンクとの
うちの少なくとも一方の上で、反復されることを識別する。一実施形態においては、ダウ
ンリンクと、アップリンクとの上の反復の数は、同じものと、異なるものとのうちの一方
とすることができる。
【００３１】
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　一実施形態においては、インデックスは、第１の期間についてのアップリンク送信にお
ける使用のための反復の第１の数と、少なくとも１つの後続の期間についてのアップリン
ク送信における使用のための反復の少なくとも１つの後続の数とを識別する。
【００３２】
　一実施形態においては、インデックスは、第１の試みられたＲＡＣＨプロシージャにお
ける使用のための反復の第１の数と、少なくとも１つの後続の試みられたＲＡＣＨプロシ
ージャにおける使用のための反復の少なくとも１つの後続の数とを識別する。
【００３３】
　一実施形態においては、基地局は、異なるユーザ機器にサービスするインデックスを選
択するように動作可能な選択ロジックを備えている。
【００３４】
　一実施形態においては、選択ロジックは、選択するように動作可能であり、また符号化
ロジックは、複数の値のうちの別のものを有するインデックスを符号化するように動作可
能である。
【００３５】
　一実施形態においては、選択ロジックは、ユーザ機器からの値を変更する要求に応えて
複数の値のうちの別のものを有するインデックスを選択するように動作可能である。
【００３６】
　一実施形態においては、基地局は、インデックスによって示される反復を有するチャネ
ルを送信するように動作可能な送信ロジックを備えている。
【００３７】
　一実施形態においては、基地局は、インデックスによって示される反復を有する受信さ
れたチャネルを復号するように動作可能な復号ロジックを備えている。
【００３８】
　一実施形態においては、第１のダウンリンク・チャネルは、物理ブロードキャスト・チ
ャネルを含んでいる。
【００３９】
　一実施形態においては、他のチャネルは、物理ダウンリンク制御チャネルと、物理ダウ
ンリンク共用チャネルと、物理アップリンク制御チャネルと、物理アップリンク共用チャ
ネルと、物理ランダム・アクセス・チャネルとのうちの少なくとも１つを含んでいる。
【００４０】
　一実施形態においては、符号化されたインデックスのない場合に、インデックスのデフ
ォルト値が、利用される。
【００４１】
　第３の態様によれば、基地局と、ユーザ機器との間の第１のダウンリンク・チャネルの
上で、送信が、基地局と、ユーザ機器との間の少なくとも１つの他のチャネルによって反
復される回数を識別するインデックスを復号するステップを含むワイヤレス電気通信ネッ
トワークのユーザ機器の方法が、提供されている。
【００４２】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、少なくとも１つの他のチャネルのう
ちのそれぞれによって反復される回数を識別する。
【００４３】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、少なくとも１つの他のチャネルのう
ちのそれぞれによって異なる回数、反復されることを識別する。
【００４４】
　一実施形態においては、インデックスは、各値が、その送信が少なくとも１つの他のチ
ャネルによって反復される異なる回数を識別する複数の値のうちの１つを含んでいる。
【００４５】
　一実施形態においては、他のチャネルは、少なくとも１つのデータ・チャネルと、少な
くとも１つの制御チャネルとを含んでおり、またインデックスは、送信が、少なくとも１
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つのデータ・チャネルと、少なくとも１つの制御チャネルとのうちのそれぞれによって異
なる回数、反復されることを識別する。
【００４６】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、ダウンリンクと、アップリンクとの
うちの少なくとも一方の上で、反復されることを識別する。一実施形態においては、ダウ
ンリンクと、アップリンクとの上の反復の数は、同じものと、異なるものとのうちの一方
とすることができる。
【００４７】
　一実施形態においては、インデックスは、第１の期間についてのアップリンク送信にお
ける使用のための反復の第１の数と、少なくとも１つの後続の期間についてのアップリン
ク送信における使用のための反復の少なくとも１つの後続の数とを識別する。
【００４８】
　一実施形態においては、インデックスは、第１の試みられたＲＡＣＨプロシージャにお
ける使用のための反復の第１の数と、少なくとも１つの後続の試みられたＲＡＣＨプロシ
ージャにおける使用のための反復の少なくとも１つの後続の数とを識別する。
【００４９】
　一実施形態においては、本方法は、複数の値のうちの別のものを有するインデックスを
復号するステップを含んでいる。
【００５０】
　一実施形態においては、本方法は、インデックスの値を変更する要求を送信するステッ
プを含んでいる。
【００５１】
　一実施形態においては、本方法は、インデックスによって示される反復を有するチャネ
ルを送信するステップを含んでいる。
【００５２】
　一実施形態においては、本方法は、インデックスによって示される反復を有する受信さ
れたチャネルを復号するステップを含んでいる。
【００５３】
　一実施形態においては、第１のダウンリンク・チャネルは、物理ブロードキャスト・チ
ャネルを含んでいる。
【００５４】
　一実施形態においては、他のチャネルは、物理ダウンリンク制御チャネルと、物理ダウ
ンリンク共用チャネルと、物理アップリンク制御チャネルと、物理アップリンク共用チャ
ネルと、物理ランダム・アクセス・チャネルとのうちの少なくとも１つを含んでいる。
【００５５】
　一実施形態においては、符号化されたインデックスのない場合に、インデックスのデフ
ォルト値が、利用される。
【００５６】
　第４の態様によれば、基地局と、ユーザ機器との間の第１のダウンリンク・チャネルの
上で、送信が、基地局と、ユーザ機器との間の少なくとも１つの他のチャネルによって反
復される回数を識別するインデックスを復号するように動作可能な復号化ロジックを備え
ているワイヤレス電気通信ネットワークのユーザ機器が、提供されている。
【００５７】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、少なくとも１つの他のチャネルのう
ちのそれぞれによって反復される回数を識別する。
【００５８】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、少なくとも１つの他のチャネルのう
ちのそれぞれによって異なる回数、反復されることを識別する。
【００５９】
　一実施形態においては、インデックスは、各値が、その送信が少なくとも１つの他のチ
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ャネルによって反復される異なる回数を識別する複数の値のうちの１つを含んでいる。
【００６０】
　一実施形態においては、他のチャネルは、少なくとも１つのデータ・チャネルと、少な
くとも１つの制御チャネルとを含んでおり、またインデックスは、送信が、少なくとも１
つのデータ・チャネルと、少なくとも１つの制御チャネルとのうちのそれぞれによって異
なる回数、反復されることを識別する。
【００６１】
　一実施形態においては、インデックスは、送信が、ダウンリンクと、アップリンクとの
うちの少なくとも一方の上で、反復されることを識別する。一実施形態においては、ダウ
ンリンクと、アップリンクとの上の反復の数は、同じものと、異なるものとのうちの一方
とすることができる。
【００６２】
　一実施形態においては、インデックスは、第１の期間についてのアップリンク送信にお
ける使用のための反復の第１の数と、少なくとも１つの後続の期間についてのアップリン
ク送信における使用のための反復の少なくとも１つの後続の数とを識別する。
【００６３】
　一実施形態においては、インデックスは、第１の試みられたＲＡＣＨプロシージャにお
ける使用のための反復の第１の数と、少なくとも１つの後続の試みられたＲＡＣＨプロシ
ージャにおける使用のための反復の少なくとも１つの後続の数とを識別する。
【００６４】
　一実施形態においては、復号化ロジックは、複数の値のうちの別のものを有するインデ
ックスを復号するように動作可能である。
【００６５】
　一実施形態においては、ユーザ機器は、インデックスの値を変更する要求を送信するよ
うに動作可能な送信ロジックを備えている。
【００６６】
　一実施形態においては、送信ロジックは、インデックスによって示される反復を有する
チャネルを送信するように動作可能である。
【００６７】
　一実施形態においては、復号化ロジックは、インデックスによって示される反復を有す
る受信されたチャネルを復号するように動作可能である。
【００６８】
　一実施形態においては、第１のダウンリンク・チャネルは、物理ブロードキャスト・チ
ャネルを含んでいる。
【００６９】
　一実施形態においては、他のチャネルは、物理ダウンリンク制御チャネルと、物理ダウ
ンリンク共用チャネルと、物理アップリンク制御チャネルと、物理アップリンク共用チャ
ネルと、物理ランダム・アクセス・チャネルとのうちの少なくとも１つを含んでいる。
【００７０】
　一実施形態においては、符号化されたインデックスのない場合に、インデックスのデフ
ォルト値が、利用される。
【００７１】
　第５の態様によれば、コンピュータの上で実行されるときに、第１の態様または第３の
態様の方法ステップを実行するように動作可能なコンピュータ・プログラム製品が、提供
されている。
【００７２】
　さらなる特定の態様と、好ましい態様とは、添付の独立請求項と、従属請求項との中で
提示される。従属請求項の特徴は、必要に応じて、独立請求項の特徴と組み合わされ、ま
た特許請求の範囲において明示的に提示されるこれら以外の組合せの形で組み合わされる
こともある。
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【００７３】
　装置の特徴が、ある機能を提供するように動作可能であるように説明される場合には、
これが、その機能を提供し、またはその機能を提供するように適合され、または構成され
ている装置の特徴を含むことが、理解されるであろう。
【００７４】
　本発明の実施形態は、次に、添付図面を参照して、さらに説明されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】既存のカバレッジと、ターゲットとされるカバレッジの拡張とから構成されるセ
ルのカバレッジを示す図である。
【図２】一実施形態による、ｅＮＢにＭＴＣデバイスを接続するために従われるプロシー
ジャを示すフロー・チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
概説
　より詳細に実施形態を考察する前に、先ず概説が、提供されるであろう。実施形態は、
送信電力を増大させることがない場合には、カバレッジを拡張する最も簡単な方法が、物
理チャネルの反復を実行することであることを認識している。実施形態は、反復（または
カバレッジ）インデックスを導入しており、ここで、各インデックスは、特定の反復特性
を指し示す。反復特性は、一般的に、一次同期信号および二次同期信号（ＰＳＳ：ｐｒｉ
ｍａｒｙ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ／ＳＳＳ：ｓｅｃｏｎｄａｒ
ｙ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）以外のすべての物理チャネルと、
物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ：ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　
ｃｈａｎｎｅｌ）とについての反復の総数を与える。反復インデックスは、一般的に、ブ
ロードキャスト・チャネルの上でブロードキャストされる。このブロードキャストされた
反復インデックスは、複数のチャネルの上で使用されるべき反復の総数を示しており、目
的は、意図されたカバレッジ・レベルについての十分な反復を提供することである。例え
ば、１６ｄＢのカバレッジ拡張を達成するために、反復インデックスは、制御チャネルに
ついての反復の第１の数と、データ・チャネルについての反復の第２の数とを示すことが
できる。反復インデックスが、ブロードキャストされない、または省略される場合には、
反復インデックスのデフォルト値が、仮定されることもある。
【００７７】
　実施形態は、ＭＴＣカバレッジ拡張のためのＰＢＣＨの構成が、再設計されるべきであ
ることを認識している。その結果として、ＰＢＣＨは、反復される必要があることになる
。ＰＢＣＨの上で実行される反復の数は、反復インデックスによって示されるチャネルの
うちのどれかの反復特性にマッチする必要はない。例えば、ＰＢＣＨは、２０ｄＢのカバ
レッジ拡張のために構成されていることもあるが、反復レベルが、反復インデックスによ
って示されるチャネルは、たったの１６ｄＢのカバレッジ拡張のために構成されているこ
ともある。これは、例えば、基地局（ｅＮＢ）が、２０ｄＢまでのカバレッジ・ホールの
中のすべてのＭＴＣデバイスがそれにアタッチすることができる（しかし、必ずしもすべ
てのＭＴＣデバイスが、それに接続することができるとは限らない）ように、ＰＢＣＨを
反復するときに、使用される可能性がある。しかしながら、ｅＮＢは、１０ｄＢのカバレ
ッジ拡張まで第１のサービングＭＴＣデバイスにより、ＭＴＣデバイスに対してそのサー
ビスを段階的に行いたいと思う可能性があり、１６ｄＢにおける第１のサービングＭＴＣ
デバイスと、次いで２０ｄＢにおける第１のサービングＭＴＣデバイスとによって追随さ
れる。これは、意図されたカバレッジ・レベルに従って、最大反復インデックスを設定す
ることにより達成される可能性がある。
【００７８】
　一実施形態においては、ＭＴＣカバレッジ拡張のために使用されるＰＢＣＨ（すなわち
、再設計されたＰＢＣＨ）が、最大反復インデックスを含んでいなかった場合、そのとき
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にはデフォルト反復インデックスが、最大反復インデックスとして使用される。デフォル
ト反復インデックスの一例は、最高の反復インデックスである（すなわち、２０ｄＢの最
大カバレッジ拡張に対応している）。
【００７９】
　一実施形態においては、アップリンク・チャネルと、ダウンリンク・チャネルとは異な
る反復インデックスを使用する。すなわち、アップリンク・チャネルは、ダウンリンクの
カバレッジに対して異なるターゲットとされるカバレッジを有する反復特性を有すること
ができる。アップリンク無線と、ダウンリンク無線とが、非常に異なる特性を有している
場合、またはアップリンクと、ダウンリンクとが、異なるノードによってサービスされる
（例えば、アップリンクが、スモール・セルによってサービスされるが、ダウンリンクは
、マクロ・セルによってサービスされる）場合に、この実施形態は、有用とすることがで
きる。
【００８０】
　一実施形態においては、反復インデックスは、変更される可能性があるが、ＭＴＣデバ
イスは、接続される。ＭＴＣデバイスが、ｅＮＢによってブロードキャストされるカバレ
ッジよりも有利なカバレッジを有しており、またそれゆえにＭＴＣデバイスが、物理チャ
ネルの中により少ない数の反復を有する反復インデックスに反復インデックスを変更する
ように（例えば、無線リソース・コネクト（ＲＲＣ：ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃ
ｏｎｎｅｃｔ）接続中に）要求することができる場合に、これは、有用である。しかしな
がら、ｅＮＢは、その反復特性を変更するために、ＭＴＣデバイスの要求に従わないこと
を選択することができる（例えば、ｅＮＢは、その代わりにパワー・スペクトル密度を変
更したいと望むことができる）。同様に、ＭＴＣデバイスが、そのような変更からの恩恵
を受けることができると見なされる場合に、ｅＮＢは、（アップリンク）反復インデック
スを変更することができる。反復インデックスに対する変更は、ＲＲＣ信号を経由して行
われる可能性がある。
【００８１】
反復インデックス－ダウンリンク
　表１は、いくつかのダウンリンク・チャネルについての反復インデックス値と、それら
の対応する反復特性とについての一例を示すものである。各反復特性（反復インデックス
によって示される）は、各ダウンリンク物理チャネルのために必要とされる反復の総数を
与えるであろう。各反復インデックスは、必要とされるカバレッジ拡張に近似的に対応す
るであろう。
【００８２】
【表１】

【００８３】
反復インデックス－アップリンク
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　表２は、アップリンク・チャネルについての反復インデックス値と、それらの対応する
反復特性とについての一例を示すものである。各反復特性は、各アップリンク物理チャネ
ルのために必要とされる反復の総数を与える。物理ランダム・アクセス・チャネル（ＰＲ
ＡＣＨ：ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ）では、反復
の３つの異なるレベルが、各反復特性について与えられる。これは、ＭＴＣデバイスが、
ＰＲＡＣＨについての初期の（低位の）反復レベルを使用することを可能にし、またそれ
が失敗する場合には、より高いレベルの反復へと進むことを可能にする。
【００８４】
【表２】

【００８５】
例示のオペレーション
　図２は、ＭＴＣデバイスをｅＮＢに接続するために従われるプロシージャを示すフロー
・チャートである。この例においては、ｅＮＢが、その反復インデックスを２（１６ｄＢ
のカバレッジ拡張に対応する）に設定することが、仮定される。この反復インデックスは
、ＰＢＣＨを使用して送信される。異なるレベルの反復を使用して、ＰＢＣＨが、異なる
レベルのカバレッジをターゲットとすることができる。ＰＢＣＨの上で使用される反復の
レベルは、表３の中に要約される。ＰＢＣＨは、この例においては６回である１６ｄＢの
カバレッジ拡張のために必要とされるレベルのために反復される。ＰＢＣＨについての反
復レベルは、最大反復インデックスに対応している必要はないことが、理解されるであろ
う。
【００８６】
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【表３】

【００８７】
　この例においては、２つのＭＴＣデバイス、ＭＴＣ１と、ＭＴＣ２とは、それぞれ、８
ｄＢのカバレッジ・ホールと、１８ｄＢのカバレッジ・ホールとの中にある。図２の中の
プロシージャを参照して、以下のステップが、実行される。
【００８８】
　ＭＴＣ１は、２回の（２×）反復を仮定して、ＰＢＣＨを盲目的に復号しようと試み、
また成功裏にＰＢＣＨを復号する。
【００８９】
　その一方で、ＭＴＣ２は、６回の（６×）反復を仮定してＰＢＣＨを盲目的に復号しよ
うと試みるが、ＰＢＣＨを復号できない。次いで、ＭＴＣ２は、次の反復レベル、すなわ
ち、１５回（１５×）を試み、この反復レベルの場合には、それは、失敗するであろう。
ＰＢＣＨの上で最大の可能性のある反復レベルに到達しており、ＭＴＣ２は、ｅＮＢにア
タッチできず、また別の時間に（ｅＮＢが、そのカバレッジを増大させることになること
を期待して）再試行するであろう。
【００９０】
　ＭＴＣ１は、ＰＢＣＨから反復インデックスを読み取る（すなわち、反復インデックス
＝２である）。
【００９１】
　ＭＴＣ１は、２の反復インデックス当たりに、それぞれ物理ダウンリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）と、物理ダウンリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）との上で１２回（１２×）と、１４回（１４×）の
反復を使用して、ＳＩＢを復号しようと試みる（表１を参照）。ＳＩＢから、それは、Ｒ
ＡＣＨリソースの組を抽出し、ここで、それは、そのＰＲＡＣＨの反復を実行することが
できる。
【００９２】
　ＭＴＣ１は、８回の（８×）反復を用いて、そのＰＲＡＣＨを送信する。それは、ネッ
トワークから応答を受信できなかった後に、ＰＲＡＣＨプロセスを失敗させる。次いで、
それは、１６回（１６×）における反復の次のレベルを使用し、この場合には、それは、
ネットワークからの応答を成功裏に獲得する。ＰＤＳＣＨによって搬送されるＲＡＲ（ラ
ンダム・アクセス応答（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ））は、１４回
（１４×）反復され、これは、最大反復インデックスに対応する。
【００９３】
　ＭＴＣ１は、続けてＲＲＣ接続要求を送信する。ＲＲＣ接続要求においては、それは、
（それが、１０ｄＢよりも少ないが、０ｄＢよりも多いカバレッジ・ホールの中にあるの
で）それが、１のダウンリンク反復インデックスを好むことを示している。ＲＲＣ接続要
求は、４０回（４０×）反復される物理アップリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙ
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ｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を使用して、送信される。
【００９４】
　ＲＲＣ接続セットアップ・メッセージを用いたｅＮＢ応答は、それが、１というＵＥ反
復インデックスを受け入れることができることを示している。それに追加して、ｅＮＢは
、ＵＥが、１というアップリンク反復インデックスを使用することを示している。このポ
イントにおいて、ＵＥが、依然として、１（すなわち、４回（４×））という反復インデ
ックスを使用して、ＰＤＳＣＨを復号するＯＫを獲得していないので、ＲＲＣ接続セット
アップ・メッセージは、１４回反復される（すなわち、最大反復インデックスに対応して
いる）。
【００９５】
　ＭＴＣ１は、１０回（１０×）の反復を使用したＰＵＳＣＨを使用して、そのＲＲＣ接
続セットアップ完了メッセージをｅＮＢに対して送信し、これは、１という反復インデッ
クスに対応する。
【００９６】
　したがって、メッセージの交換は、アップリンクと、ダウンリンクとにおける反復イン
デックス１に対応する反復特性を使用するであろう。
【００９７】
　以下のことに注意すべきである。すなわち、ｅＮＢは、ＵＥについてのダウンリンクに
おける最後の反復インデックスを決定する。例えば、ＭＴＣデバイスが、３というダウン
リンク反復インデックスを要求する場合、ｅＮＢは、それに２という反復インデックスを
与えることができるが、次いで、それに応じてその送信電力を増大させて、望ましいカバ
レッジを達成することができる。
【００９８】
　ダウンリンク反復インデックスと、アップリンク反復インデックスとは、同じである必
要はない。ＵＥからの要求されたダウンリンク反復インデックスは、異なるＲＲＣメッセ
ージを使用して送信されることもあり、例えば、それは、ＲＲＣ接続セットアップ完了メ
ッセージを使用して送信される可能性がある。
【００９９】
　この方法は、異なるレベルのカバレッジ拡張が、最大反復インデックスを使用すること
により、ｅＮＢによって管理されることを可能にする。さらに、この方法は、ＭＴＣデバ
イス当たりに基づいて、カバレッジを微調整することができる。
【０１００】
　異なるレベルのカバレッジを可能にすることは、単一レベルのカバレッジ拡張に比べて
、スペクトル効率を改善する。
【０１０１】
　当業者なら、様々な上記に説明された方法のステップが、プログラムされたコンピュー
タによって実行され得ることを簡単に認識するであろう。本明細書においては、いくつか
の実施形態はまた、プログラム・ストレージ・デバイス、例えば、デジタル・データ・ス
トレージ媒体を対象として含むことも意図しており、このプログラム・ストレージ・デバ
イスは、マシン読み取り可能、またはコンピュータ読み取り可能であり、また命令のマシ
ン実行可能なプログラム、またはコンピュータ実行可能なプログラムを符号化しており、
そこでは前記命令は、前記上記で説明された方法のステップの一部または全部を実行する
。プログラム・ストレージ・デバイスは、例えば、デジタル・メモリ、磁気ディスクや磁
気テープなどの磁気ストレージ媒体、ハード・ドライブ、または光学的に読み取り可能な
デジタル・データ・ストレージ媒体とすることができる。それらの実施形態はまた、上記
で説明された方法の前記ステップを実行するようにプログラムされるコンピュータを対象
として含むことも意図している。
【０１０２】
　「プロセッサ」または「ロジック」としてラベル付けされた任意の機能ブロックを含め
て、図面の中に示される様々な要素についての機能は、専用のハードウェア、ならびに適
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切なソフトウェアと関連付けてソフトウェアを実行することができるハードウェアの使用
を通して提供されてもよい。プロセッサによって提供されるときに、それらの機能は、単
一の専用のプロセッサによって、単一の共用のプロセッサによって、またはそれらのうち
のいくつかが共用され得る複数の個別のプロセッサによって提供されてもよい。さらに、
「プロセッサ」または「コントローラ」、あるいは「ロジック」という用語の明示的な使
用は、ソフトウェアを実行することができるハードウェアだけを排他的に意味するように
解釈されるべきではなく、また限定することなく、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：ｄ
ｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）のハードウェアと、ネットワーク・
プロセッサと、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）と、フィールド・プログラマブル・ゲ
ート・アレイ（ＦＰＧＡ：ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａ
ｙ）と、ソフトウェアを記憶するためのリード・オンリー・メモリ（ＲＯＭ：ｒｅａｄ　
ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）と、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ：ｒａｎｄｏｍ　ａ
ｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）と、不揮発性ストレージとを暗黙のうちに含むことができる
。他のハードウェアが、従来および／またはカスタムもまた、含められる可能性がある。
同様に、図面の中に示される任意のスイッチは、概念的なものにすぎない。それらの機能
は、プログラム・ロジックのオペレーションを通して、専用のロジックを通して、プログ
ラム制御と専用のロジックとの相互作用を通して、または手動によってさえも、実行され
る可能性があり、特定の技法は、文脈からもっと具体的に理解されるように、実装者によ
って選択可能である。
【０１０３】
　本明細書における任意のブロック図は、本発明の原理を具体化する実例となる回路の概
念図を表すことが、当業者によって理解されるべきである。同様に、任意のフロー・チャ
ートと、流れ図と、状態遷移図と、擬似コードなどとは、コンピュータ読み取り可能媒体
の形で実質的に表され、またそのようにしてコンピュータまたはプロセッサによって、そ
のようなコンピュータまたはプロセッサが明示的に示されているか否かにかかわらず、実
行され得る様々なプロセスを表すことが、理解されるであろう。
【０１０４】
　説明および図面は、単に本発明の原理を示しているにすぎない。したがって、当業者な
ら、本明細書において明示的に説明されても、または示されてもいないけれども、本発明
の原理を具体化し、また本発明の精神および範囲の内部に含まれる様々な構成を工夫する
ことができるようになることが理解されるであろう。さらに、本明細書において列挙され
るすべての例は、主として、本発明者（単数または複数）が当技術を推進することに寄与
している本発明の原理と、概念とを理解するに際して、読者を支援する教育上の目的のた
めにすぎないように明示的に意図され、またそのように具体的に列挙された例および状態
だけに限定することのないように解釈されるべきである。さらに、本発明の原理、態様お
よび実施形態を列挙している本明細書におけるすべての記述、ならびにその特定の例は、
その同等物を包含することを意図している。



(16) JP 6513633 B2 2019.5.15

【図１】 【図２】



(17) JP 6513633 B2 2019.5.15

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  ベイカー，マシュー
            イギリス　エスエヌ５　７ディージェー　スウィンドン，ウエストリー，ストーンヒル　グリーン
            ，ザ　クァドランド，アルカテル－ルーセント　テレコム　リミテッド
(72)発明者  チャン，ミン
            イギリス　エスエヌ５　７ディージェー　スウィンドン，ウエストリー，ストーンヒル　グリーン
            ，ザ　クァドランド，アルカテル－ルーセント　テレコム　リミテッド

    合議体
    審判長  菅原　道晴
    審判官  本郷　彰
    審判官  羽岡　さやか

(56)参考文献  特表２０１２－５２６４２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３５５８５４（ＪＰ，Ａ）
              Ｎｅｗ　Ｐｏｓｔｃｏｍ，ＵＬ　Ｃｏｖｅｒａｇｅ　Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｌｏｗ
              　Ｃｏｓｔ　ＭＴＣ，Ｒ１－１３０１９６，３ＧＰＰ，２０１３．０１．１８
              ＭｅｄｉａＴｅｋ　Ｉｎｃ．，Ｃｏｖｅｒａｇｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
              　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ａｎｄ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ
              　ｆｏｒ　ＭＴＣ　ＵＥｓ，Ｒ１－１３０２２１，３ＧＰＰ，２０１３．０１．１９
              ＣＡＴＴ，Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｌ
              ｏｗ－ｃｏｓｔ　ＭＴＣ　ＬＴＥ　Ｕｅｓ，Ｒ１－１２５２４７，３ＧＰＰ，２０１２．１１．
              １５
              ＣＡＴＴ，Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｒｅａｓｏｎｓ　ｆｏｒ　ｄｉｖｅｒｓｅ　ｐｅｒｆｏｒ
              ｍａｎｃｅ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ，Ｒ１－１２４７７２，３ＧＰＰ，２０１
              ２．１１．０３
              ＺＴＥ，Ｔｅｘｔ　ｐｒｏｐｏｓａｌ　ｏｎ　Ｃｏｖｅｒａｇｅ　Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ　Ａ
              ｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｓｉｇｎａｌ　ｆｏｒ
              　ＴＲ３６．８８８，Ｒ１－１３０２００，３ＧＰＰ，２０１３．０１．１９

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B7/24-7/26
              H04W4/00-99/00
              3GPP TSG RAN WG1-4
              3GPP TSG SA WG1-4
              3GPP TSG CT WG1,4


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

